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退
職
な
ど
で
国
民
健
康
保
険（
以
下「
国

保
」
と
い
う
）
に
加
入
す
る
と
き
、
ま
た

は
職
場
の
健
康
保
険
へ
の
加
入
な
ど
で
国

保
を
脱
退
す
る
と
き
は
、
市
役
所
へ
の
届

出
が
必
要
で
す
。

 

会
社
が
国
保
の
加
入
・
脱
退
の
届
出
を

 

し
て
く
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

忘
れ
ず
に
届
出
し
て
く
だ
さ
い
。

■
届
出
先

　

 

国
保
年
金
課
（
伊
豆
長
岡
庁
舎
）

※ 

韮
山
・
大
仁
支
所
で
は
手
続
き
で
き
ま

せ
ん
。
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

■
届
出
に
必
要
な
も
の

▼
国
保
に
加
入
す
る
と
き

　

 

勤
め
先
で
も
ら
っ
た
健
康
保
険
等
脱
退

連
絡
票

▼
国
保
を
脱
退
す
る
と
き

　

 

勤
め
先
で
も
ら
っ
た
健
康
保
険
等
加
入

連
絡
票
（
ま
た
は
新
し
い
健
康
保
険
の

保
険
証
）、
国
民
健
康
保
険
証

▼
加
入
・
脱
退
共
通

　

 

認
印
、年
金
手
帳
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
（
通
知
カ
ー
ド
）、
窓
口
に
来
る
人

の
本
人
確
認
が
で
き
る
も
の
（
運
転
免

許
証
な
ど
）

　

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
（
保
険
証
）

が
、
10
月
１
日
（
土
）
か
ら
、
こ
れ
ま
で
の

藤
色
か
ら
う
ぐ
い
す
色
に
変
わ
り
ま
す
。
10

月
以
降
、
病
院
な
ど
に
行
く
と
き
は
、
必
ず

新
し
い
保
険
証
を
窓
口
に
提
示
し
て
く
だ
さ

い
。
保
険
証
は
９
月
下
旬
に
世
帯
主
あ
て
に

郵
送
し
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
を
送
り
ま
す

ー
保
険
が
変
わ
っ
た
と
き
は
手
続
き
を
ー

問
市
役
所
国
保
年
金
課

☎
０
５
５（
９
４
８
）２
９
０
５

「
申
請
方
法
が
分
か
り
に
く
い
」

「
申
請
に
不
備
が
あ
っ
て
受
付
さ
れ
な
か
っ
た
」

そ
ん
な
人
は
ぜ
ひ
利
用
し
て
ね

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
申
請

　
「
申
請
時
来
庁
方
式
」を
導
入
し
ま
す

ス
テ
ッ
プ
１

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
交
付
申
請
は
、

郵
便
、
Ｗ
Ｅ
Ｂ
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
、
証
明

用
写
真
機
か
ら
と
、
４
種
類
の
申
請
方
法
が

あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、申
請
後
、

カ
ー
ド
が
で
き
た
時
点
で
市
役
所
へ
来
庁

し
、
本
人
確
認
や
暗
証
番
号
の
設
定
を
行
っ

て
カ
ー
ド
を
受
け
取
る
と
い
う
「
交
付
時
来

庁
方
式
」
で
し
た
。（「
交
付
時
来
庁
方
式
」

に
よ
る
申
請
方
法
は
広
報
６
月
号
を
ご
覧
く

だ
さ
い
）

　

９
月
か
ら
は
、
こ
れ
に
加
え
て
「
申
請
時

来
庁
方
式
」
を
導
入
し
ま
す
。
申
請
を
市
役

所
窓
口
で
行
い
、
そ
の
と
き
に
本
人
確
認

や
暗
証
番
号
の
設
定
依
頼
な
ど
を
済
ま
せ
、

カ
ー
ド
は
自
宅
で
本
人
限
定
郵
便
に
よ
り
受

け
取
る
と
い
う
方
法
で
す
。

　

こ
れ
ま
で
申
請
を

見
送
っ
て
い
た
人
は
、

「
申
請
時
来
庁
方
式
」

を
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ

さ
い
。
市
民
課
職
員

が
申
請
を
サ
ポ
ー
ト

し
ま
す
。

持 

ち
物

・ 

顔
写
真
を
貼
っ
た
個
人
番
号
カ
ー
ド
交
付

申
請
書
（
窓
口
で
も
用
意
で
き
ま
す
）

・
通
知
カ
ー
ド

・ 

本
人
確
認
書
類
（
Ａ
を
２
点
ま
た
は
Ａ
１

点
＋
Ｂ
１
点
、
通
知
カ
ー
ド
を
返
納
し
た

場
合
は
Ｂ
２
点
で
も
可
）
※

・
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド（
お
持
ち
の
人
の
み
）

10
月
か
ら
「
う
ぐ
い
す
色
」

　

新
し
い
保
険
証
が
届
い
た
ら
氏
名
、
生
年

月
日
、
有
効
期
限
な
ど
を
確
認
し
て
く
だ
さ

い
。
保
険
証
は
カ
ー
ド
式
で
、
１
人
１
枚
ず

つ
の
交
付
で
す
。
台
紙
か
ら
保
険
証
部
分
を

は
が
し
て
お
使
い
く
だ
さ
い
。
現
在
お
手
元

に
あ
る
保
険
証
は
、10
月
１
日
（
土
）
以
降
、

個
人
情
報
が
漏
れ
な
い
よ
う
ご
注
意
の
う
え

破
棄
し
て
く
だ
さ
い
。

　

本
人
確
認
後
、
通
知
カ
ー
ド
と
住
基

カ
ー
ド
（
お
持
ち
の
人
の
み
）
を
返
納
し
、

設
定
暗
証
番
号
記
載
票
に
記
入
し
ま
す
。

市
役
所
で
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
交
付
申
請

※
本
人
確
認
書
類
に
つ
い
て

（
Ａ 

）
運
転
免
許
証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
、
住
民
基

本
台
帳
カ
ー
ド
、
身
体
障
害
者
手
帳
、

在
留
カ
ー
ド
、
運
転
経
歴
証
明
書
（
平

成
24
年
４
月
１
日
以
降
の
も
の
）
な
ど

の
顔
写
真
付
証
明
書

（
Ｂ 

）「
氏
名
・
生
年
月
日
」
ま
た
は
「
氏
名
・

住
所
」
が
記
載
さ
れ
、
市
長
が
適
当
と

認
め
る
も
の（
健
康
保
険
証
、年
金
手
帳
、

社
員
証
、
学
生
証
、
預
金
通
帳
、
医
療

受
給
者
証
な
ど
）

「
申
請
時
来
庁
方
式
」
の
手
続
き
の
流
れ 問

市
役
所
市
民
課

☎
０
５
５（
９
４
８
）２
９
０
１

申
請
時
に
本
人
確
認
を
す
る
た
め
、

代
理
人
の
み
に
よ
る
申
請
は
で
き
ま

せ
ん
。
15
歳
未
満
の
人
お
よ
び
成
年

被
後
見
人
の
場
合
は
、
法
定
代
理
人

と
本
人
の
同
行
が
必
要
で
す
。

通
知
カ
ー
ド
、
住
基
カ
ー
ド
の
返
納

に
差
し
支
え
が
あ
る
場
合
は
、
従
来

通
り
交
付
時
来
庁
方
式
で
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。

受
付
窓
口　

市
民
課
（
伊
豆
長
岡
庁
舎
）

受
付
時
間　

月
・
水
・
金
曜
日

　
　
　
　
　
　

８
時
30
分
〜
17
時
15
分

　
　
　
　
　

火
・
木
曜
日

　
　
　
　
　
　

８
時
30
分
〜
19
時

秋
の
臨
時
福
祉
給
付
金

　

申
請
で
き
る
の
は
、
平
成
28
年
１
月
１
日
時
点
で
市

の
住
民
基
本
台
帳
に
記
録
さ
れ
て
い
る
人
で
す
。
支
給

対
象
と
思
わ
れ
る
人
に
申
請
書
な
ど
を
８
月
下
旬
か
ら

郵
送
し
て
い
ま
す
。
届
い
た
書
類
を
確
認
の
う
え
、
申

請
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

①
臨
時
福
祉
給
付
金

対
象　

 

平
成
28
年
度
の
市
民
税（
均
等
割
）

が
課
税
さ
れ
て
い
な
い
人

※ 

課
税
さ
れ
て
い
る
人
の
被
扶
養
者
や
生

活
保
護
受
給
者
は
対
象
外

給
付
額　

 

対
象
者
１
人
に
つ
き

　
　
　
　

３
，
０
０
０
円
（
１
回
限
り
）

【
共
通
】

申 

請
方
法　

申
請
書
な
ど
を
専
用
窓
口
へ

提
出
、
ま
た
は
返
信
用
封
筒
で
郵
送

※ 

申
請
書
は
２
つ
の
給
付
金
共
通
で
す
。

両
方
の
支
給
要
件
に
該
当
す
る
場
合

も
、１
枚
の
申
請
書
で
申
請
で
き
ま
す
。

※ 

審
査
の
結
果
、
支
給
対
象
に
な
ら
な
い

場
合
が
あ
り
ま
す
。

申 

請
期
間　

９
月
１
日
（
木
）
〜
12
月
２

日
（
金
）（
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
）

専 

用
窓
口

　

▼
大
仁
庁
舎　

８
時
30
分
〜
17
時
15
分

　

▼
あ
や
め
会
館　

９
時
〜
17
時

　

▼
韮
山
支
所　

９
時
〜
17
時

※ 

あ
や
め
会
館
、
韮
山
支
所
の
窓
口
は
９

月
30
日
（
金
）
ま
で

問
市
役
所
社
会
福
祉
課（
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
）

☎
０
５
５
８（
７
６
）８
０
３
３

平
成
28
年
度

② 

障
害
・
遺
族
年
金
受
給
者
向
け

給
付
金

対
象　

 

①
の
支
給
対
象
者
の
う
ち
、
障
害

基
礎
年
金
ま
た
は
遺
族
基
礎
年
金

を
受
給
し
て
い
る
人

※ 

高
齢
者
向
け
の
年
金
生
活
者
等
臨
時
福

祉
給
付
金
を
受
給
し
た
人
は
対
象
外

給
付
額　

対
象
者
１
人
に
つ
き
３
万
円

　
　
　
　
（
１
回
限
り
）

必
ず
本
人
が

来
庁
し
て
ね

ス
テ
ッ
プ
２

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
が
で

き
た
後
、
自
宅
へ
送
付

　

申
請
後
１
カ
月
程
度
で
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
が
市
役
所
へ
届
き
ま
す
。
申
請
時

に
記
入
し
た
暗
証
番
号
を
職
員
が
設
定

し
、
暗
証
番
号
記
載

票
を
同
封
し
て
本

人
限
定
受
取
郵
便

物
で
自
宅
へ
送
付

し
ま
す
。


